
告

示

公

告

福
島
県
告
示
第
三
百
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
地
方
税
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
自
動
車
税
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
業
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

税

務

課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
九
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
包
括
外
部
監
査
契
約(

以
下｢

契
約｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
締
結
し
た
。
な
お
、
契
約

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
資
格
を
証
す
る
書
面
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
間
、

福
島
県
総
務
部
人
事
総
室
職
員
研
修
課
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

上
石

三
好

福
島
県
郡
山
市
鳴
神
一
丁
目
十
番
地

二

契
約
の
期
間
の
始
期

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

三

契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

契
約
で
定
め
る
基
本
調
査
費
用
の
額
並
び
に
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用

の
額
及
び
実
費
の
額
の
合
算

四

契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
額
の

範
囲
内
に
お
け
る
概
算
払
並
び
に
実
績
報
告
に
基
づ
く
精
算
払

(

職
員
研
修
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会

福
島
市
大
森
字
下
原
田
二
五
番
地

平
成
二
四
年
四
月
三
〇
日

支
部
福
島
県
済
生
会

済
生
会
福

島
総
合
病
院

(

医
療
看
護
課)

公
告
第
二
百
四
十
九
号

福
島
県
申
請
・
届
出
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び
運
用
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
自
動
車
税
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た

件

三
〇
二

○
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
包
括
外
部
監

査
契
約
を
締
結
し
た
件

三
〇
二

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救

急
病
院
を
認
定
し
た
件

三
〇
二

公

告

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

三
〇
二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
〇
四

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す

る
件

三
〇
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

三
〇
四

○
土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
が
就
任
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
〇
四

○
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
件

三
〇
五

福
島
県
病
院
局

○
平
成
二
十
一
年
度
福
島
県
病
院
局
職
員

採
用
選
考
予
備
試
験
を
実
施
す
る
件

三
〇
五

正

誤

○
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
付
け
号

外
第
二
十
二
号
中

三
〇
五



一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下｢

施
行

令｣

と
い
う
。)

第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則

第
十
七
号
。
以
下｢

財
務
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

件
名
及
び
数
量

福
島
県
申
請
・
届
出
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び
運
用
業
務

一
式

２

業
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

履
行
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日(

金)

ま
で

４

履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

１

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
入
札
参
加
資
格
制
限
措
置
又
は
指
名
停
止

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３

会
社
更
生
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号)

の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法(

平
成
十
一
年
法
律
第

二
百
二
十
五
号)

の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
後
に
、
こ
の
入
札
に
参
加
す

る
こ
と
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

シ
ス
テ
ム
運
用
業
務
に
関
し
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
２
７
０
０
１
に
よ
る
認
証
及
び
財
団
法
人
日
本
情
報

処
理
開
発
協
会
が
管
理
す
る
個
人
情
報
取
扱
い
に
関
す
る
認
定
制
度
に
よ
る｢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー

ク｣

を
取
得
し
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
信
頼
性
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
認
定
を
取
得

し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５

他
の
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
対
し
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
運
用
実
績(

Ａ

Ｓ
Ｐ
等
で
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
る
実
績
も
含
め
て
良
い
も
の
と
す
る
。)

を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
、
二
の
４
及

び
５
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
二
十
一
年
六
月
三
日(

水)

午
後
五
時
ま
で
に
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

１

提
出
場
所

郵
便
番
号
九
六
〇
│
八
六
七
〇

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
企
画
調
整
部
情
報
統
計
総
室
情
報
シ
ス
テ
ム
課

電
話
〇
二
四
│
五
二
一
│
七
一
三
六

２

提
出
方
法

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行

う
も
の
と
し
、
平
成
二
十
一
年
六
月
三
日(

水)

午
後
五
時
ま
で
必
着
と
す
る
。

四

入
札
説
明
書
等
の
配
布

次
に
よ
り
、
入
札
説
明
書
、
仕
様
書
、
申
請
書
等
を
配
布
す
る
。

１

配
布
期
間

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日(

金)

か
ら
同
月
二
十
二
日(

金)

ま
で(

土
曜
日
及

び
日
曜
日
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

配
布
場
所

三
の
１
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。

３

そ
の
他

郵
送
に
よ
る
配
布
を
希
望
す
る
場
合
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
の
用

紙
百
枚
が
入
る
程
度
の
大
き
さ
で
、
三
百
九
十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封

筒
を
同
封
の
う
え
、
三
の
１
に
掲
げ
る
場
所
ま
で
、
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日(

金)

午
後

五
時
ま
で
に
必
着
で
請
求
す
る
こ
と
。

五

入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日(

水)

午
後
一
時
三
十
分

２

場
所

福
島
県
自
治
会
館
七
階
七
〇
二
会
議
室

福
島
県
福
島
市
中
町
八
番
二
号

六

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日(

木)

午
後
一
時
三
十
分

２

場
所

福
島
県
自
治
会
館
四
階
四
〇
二
会
議
室

福
島
県
福
島
市
中
町
八
番
二
号

３

そ
の
他

郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
平
成
二
十
一

年
六
月
十
七
日(

水)

午
後
五
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
必
着
の
こ
と
。

郵
便
番
号
九
六
〇
│
八
六
七
〇

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
企
画
調
整
部
企
画
調
整
総
室
企
画
調
整
課

電
話
〇
二
四
│
五
二
一
│
七
一
〇
八

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

１

入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
三
以
上
の
額
の
入
札
保

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。

２

契
約
保
証
金

落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。

八

入
札
の
無
効

二
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

九

そ
の
他

１

入
札
方
法

落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分

の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百

五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２

落
札
者
の
決
定
の
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要
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た
い
肥

特
殊
肥
料

の
指
定
名

吉
田
善
則

生
産
業
者
､

輸
入
業
者
又

は
販
売
業
者

牛
糞
た
い
肥

届
出
名

(及
び
商
品
名
)

0.6

TN
(％
)

検
査
の
結
果

0.6

TP
(％
)

0.9

TK
(％
)

10

TC
u

(㎎
/

㎏
)

90

TZn
(㎎
/

㎏
)

0.6

TCaO
(％
)

16

Ｃ
/Ｎ

70.8

水
分
(％
)

備
考

た
い
肥

特
殊
肥
料

の
指
定
名

た
い
肥

特
殊
肥
料

の
指
定
名

有
限
会
社
フ

ァ
イ
ン

生
産
業
者
､

輸
入
業
者
又

は
販
売
業
者

吉
田
善
則

生
産
業
者
､

輸
入
業
者
又

は
販
売
業
者

げ
ん
き
１
号

届
出
名

(及
び
商
品
名
)

牛
糞
た
い
肥

届
出
名

(及
び
商
品
名
)

1.2

TN
(％
)

検
査
の
結
果

0.6

TN
(％
)

2.0

TP
(％
)

0.6

TP
(％
)

2.6

TK
(％
)

0.9

TK
(％
)

47

TC
u

(㎎
/

㎏
) 10

TC
u

(㎎
/

㎏
)

138

TZn
(㎎
/

㎏
) 90

TZn
(㎎
/

㎏
)

2.8

TCaO
(％
)

0.6

TCaO
(％
)

19

Ｃ
/Ｎ

16

Ｃ
/Ｎ

42.6

水
分
(％
)

70.8

水
分
(％
)

備
考

備
考

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

公
告
第
二
百
五
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
臺
式
簡
易
客
観
的
精
神
指
標
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

丹
羽

眞
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
横
塚
三
丁
目
四
番
二
十
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
疾
患
に
関
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
精
神
機
能
の
簡
便
な
検
査
法
で

あ
る
臺
式
簡
易
客
観
的
精
神
指
標
テ
ス
ト(

Ｕ
Ｂ
Ｏ
Ｍ)
の
研
究
、
普
及
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

精
神
疾
患
の
診
断
法
及
び
精
神
障
害
の
評
価
法
の
開
発
に
取
り
組
む
こ
と
を
通
じ
、
す
べ
て
の
人
々

が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
に
貢
献
し
、
あ
わ
せ
て
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
二
百
五
十
一
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
一
年
一
月
か
ら
同
年
四
月
ま
で
の
間
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

平
成
21年
１
月
分

(特
殊
肥
料
)

平
成
21年
４
月
分

(特
殊
肥
料
)

注
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

TN
－
窒
素
全
量
､
TP－

り
ん
酸
全
量
､
TK
－
加
里
全
量
､
TC
u－
銅
全
量
､
TZn－

亜
鉛

全
量
､
TC
aO
－
石
灰
全
量
､
C
/N
－
炭
素
窒
素
比
､
水
分
－
水
分
含
有
量(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

公
告
第
二
百
五
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

袋
原
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

猪
俣

治

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
長
井
字
花
畑
二
二
五
四
番
地
イ

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
五
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
四
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
連
合
の
名
称

会
津
南
部
土
地
改
良
区
連
合

就
任
し
た
役
員

平成21年５月８日 金曜日 福 島 県 報 第2078号304



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

福
島
県
病
院
局

四 ペ
ー
ジ

下 段

一
六

行

船
引
町
遠
山
沢
の
区
域

正

船
引
町
遠
山
沢

誤

役
別

氏
名

住
所

理
事

歌
川

守

大
沼
郡
会
津
美
里
町
福
重
岡
字
八
重
松
甲
一
〇
六
七
番
地

同

伊
藤

守
夫

会
津
若
松
市
北
会
津
町
下
荒
井
八
一
番
地

同

山
田

利
美

大
沼
郡
会
津
美
里
町
大
石
字
家
北
二
二
九
六
番
地

監
事

山
本

美
幸

会
津
若
松
市
北
会
津
町
東
小
松
二
二
一
四
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
五
十
四
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
日
付
け
で
国
土
交
通
省
関

東
地
方
整
備
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

那
須
岳
、
阿
賀
川
・
只
見
川
、
鬼
怒
川
上
流
域
、
鬼
怒
川
残
留
域
、
大
谷
川
流
域
、

片
品
川
流
域
、
渡
良
瀬
川
流
域
及
び
足
利
・
鹿
沼

二

測
量
期
間

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

公
共
測
量(

航
空
レ
ー
ザ
測
量

四
千
七
百
十
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

公
告
第
７
号

平
成
21年
度
福
島
県
病
院
局
職
員
採
用
選
考
予
備
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
｡

平
成
21年
５
月
８
日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者

�
地
英
夫

１
試
験
を
実
施
す
る
職
種

理
学
療
法
士

２
試
験
期
日

平
成
21年
６
月
１
日
(月
)

３
受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
21年
５
月
８
日
(金
)
か
ら
同
月
22日

(金
)
ま
で

４
受
付
窓
口
及
び
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
病
院
局
病
院
総
務
課
(福
島
市
中
町
８
番
２
号
電
話
(024)

521-7226)
(病
院
総
務
課
)

正

誤

○
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
付
け
号
外
第
二
十
二
号
中
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